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新春準備を済ませた市役所前北側広場
◆市役所は、12月29日(金)から１月３日(水)まで休業します。
　主な施設の休業期間および年末年始のお知らせは、本紙の６・
　７面をご覧ください。

問い合わせ 　ラポルテ市民サービスコーナー　緯31-3130

■窓口ご利用時間

　平日(月～金曜日)　午前10時～午後７時

　土・日・祝日　　　午前10時～午後５時

■休業日　12月29日～１月３日

■交付内容

　　住民票の写し・印鑑証明書・戸籍全部・個人事項証明書・外国人登録

　原票記載事項証明書・市民税県民税課税証明書・固定資産課税台帳記載

　事項証明書など

【ご注意】土・日・祝日と、平日の午後５時15分以降は除籍・改製原戸籍

　謄抄本・税務証明等は申請受付のみとなります。証明書発行は翌日(金・

　土・日に申請された場合は月曜日に、祝日および祝日前日の場合は祝日

明けの開　庁日)になります。各種届出・登録手続きは、市役所市民課へ。

お気軽にご利用ください

１．17　芦屋市祈りと誓い

　阪神・淡路大震災から来年１月

１７日で12年を経過するにあたり、

犠牲者を追悼するため「１．１７芦屋

市祈りと誓い」を執り行います。

■日時　平成19年１月１７日（水）

　　　　午前７時～午後５時

　　　　※雨天でも実施します。

■会場 　芦屋公園内「阪神・淡路大震災

　　　　慰霊と復興のモニュメント」前

　　　　（浜芦屋町）

■内容　自由に記帳・献花にお越しくだ

　　　　さい。

■注意　供花や供物などは、固く辞退い

　　　　たします。

※献花用の花は、市で用意しています。

※駐輪場・駐車場はありません。

問い合わせ　秘書課　 38-2000

　平成19年1月１７日、阪神・淡路大震災の経験と教訓をいつまでも忘れ

ず、安全で安心な社会づくりに向けて歩むことを誓い合うため、ゴー

ルのＨＡＴ神戸を目指したウォーク事業など多彩な行事を行います。

【 1.17 のつどい】

　■日　　時　１月17日(水)午前11時50分～

　■会　　場　ＨＡＴ神戸

　■内　　容　黙祷、安全の日宣言、献花など

　■申し込み　不要。直接会場へ

【ウォークコース】

　■東ルート　芦屋(川西運動場)・午前８時30分出発(10㎞)

　　※コース等、詳細については１月１日号でお知らせします。

１．17　ひょうご

メモリアルウォーク2007

問い合わせ
ひょうご安全の日推進県民会議事務局（県防災企画局企画課内）
078-360-6363（専用・平日午前９時～午後５時）/FAX 078-360-6364(終日専用)

歩行喫煙の禁止・夜間花火の禁止等の
条例化についての意見を募集します

問い合わせ　生活環境部総務課　 38-2050(〒659-8501 住所不要／Ｅメール：上記の通り)
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■歩行喫煙および路上喫煙の禁止

■夜間花火の禁止

■落書きの禁止

■空き缶等の投げ捨て禁止

■飼い犬のふんの放置の禁止

■飼い犬を鎖やリード等でつながずに散歩させる

　行為の禁止

規 定 内 容


